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表紙

第51回
　定時株主総会招集ご通知

開催日時　2023年６月28日（水曜日）午前10時
[受付開始 午前９時]

開催場所　東京都品川区東品川四丁目10番１号
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コナミスポーツクラブ本店

＜ご来場を検討されている株主様へのお願い＞
新型コロナウイルスの感染状況やご自身の体調を
ご勘案のうえ、慎重なご判断をお願い申しあげま
す。書面またはインターネット等による事前の議
決権行使をご活用いただきますよう、ご理解とご
協力のほど何卒お願い申しあげます。

お土産の配布はございません。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申しあげます。

コナミグループ株式会社
証券コード：9766
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株主各位

証券コード：9766

2023年６月６日
株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目11番１号
コナミグループ株式会社
代表取締役社長 東 尾 公 彦

当社ウェブサイト
https://www.konami.com/ir/ja/stockbond/stockholderinfo/meeting.html

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第51回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第51回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しております。

（「銘柄名（会社名）」に「コナミグループ」または「コード」に当社証券コード「9766」を
入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択してご確認ください。）

　本株主総会のご来場につきましては、新型コロナウイルスの感染状況やご自身の体調をご勘
案のうえ、慎重なご判断をお願い申しあげます。書面またはインターネット等による事前の議
決権行使をご活用いただきますようお願い申しあげます。
　株主の皆様におかれましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３ペ
ージの「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、2023年６月27日（火）午後５時
までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
　なお、株主様からは事前に質問を受け付けたうえで、株主の皆様のご関心が高い事項については
本株主総会でご説明し、後日、その内容を当社ウェブサイトに掲載させていただきます。事前質問
の具体的な手続きにつきましては、同封の「事前質問の受付について」をご参照ください。

　敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2023年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都品川区東品川四丁目10番１号

コナミスポーツクラブ本店
（本冊子裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第51期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

２．第51期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

記

以上
＜株主様へのお願い＞
・株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.konami.com/ir/ja/stockbond/stockholderinfo/meeting.html）に掲載
　させていただきます。
・本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載
した書面を交付しています。ただし、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、
法令及び定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載してお
りますので、本招集ご通知の交付書面には記載しておりません。従って、本招集ご通知の交
付書面に記載の連結計算書類及び計算書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及
び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

－ 2 －
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株主各位

書　面（郵　送） インターネット 株主総会ご出席

同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示
のうえ、ご返送ください。
※１

次頁の案内に従って、議案
に対する賛否をご入力くだ
さい。

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださ
い。※２

行使期限 行使期限 株主総会開催日時
2023年６月27日（火）
午後５時到着分まで

2023年６月27日（火）
午後５時入力完了分まで

2023年６月28日（水）
午前10時

・電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載
させていただきます。

・決議の結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲
載させていただきます。

・機関投資家の皆様は、当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営
する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

【議決権行使についてのご案内】
議決権の行使には以下３つの方法がございます。

※１　議決権行使書用紙において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったも
のとしてお取り扱いいたします。

※２　株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主の方以外は
ご入場いただけませんので、ご注意ください。

重複して行使された議決権行使の取り扱いについて
　　・書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネッ

ト等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
　　・インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有

効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ その他のご照会

0120－652－031(9：00～21：00)
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

　 0120－782－031(平日 9：00～17：00)
三井住友信託銀行　証券代行部

　

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

4

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくだ
さい。

1

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してロ
グイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み
取ってください。
1

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力
「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

インターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。
議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は、株主様のご負担となります。

－ 4 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当 社

の 株 式 の 数

1
こ う

上
 

　
づ き

月
 

　
か げ

景
 

　
ま さ

正
（1940年11月12日生）

    1969年    3 月 コナミ創業
    1973年    3 月 コナミ工業株式会社設立
    1987年    6 月 当社代表取締役会長　現任 171,127株

＜重要な兼職の状況＞
　一般財団法人上月財団理事長

2
ひがし

東
 

　
お

尾
 

　
き み

公
 

　
ひ こ

彦
（1959年９月24日生）

    1997年    9 月 当社入社
    2005年    6 月 当社取締役
    2018年    1 月 当社取締役兼執行役員副社長（管理責任者）
    2019年    6 月 当社代表取締役副社長
    2020年    4 月 当社代表取締役社長　現任
    2020年    4 月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長　現任
    2020年    4 月 Konami Corporation of America取締役会長　現任
    2020年    7 月 Konami Gaming, Inc.取締役会長　現任

30,182株

＜重要な兼職の状況＞
　 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長

3
は や

早
 

　
か わ

川
 

　
ひ で

英
 

　
き

樹
（1970年６月17日生）

    1996年    9 月 当社入社
    2015年    4 月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長　現任
    2017年    6 月 当社執行役員
    2020年    6 月 当社取締役　現任

1,482株
＜重要な兼職の状況＞

　 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長
　 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会理事
　 一般社団法人日本eスポーツ連合理事

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、本総会終結の時
をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関し、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 5 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当 社

の 株 式 の 数

4
お き

沖
 

　
た

田
 

　
か つ

勝
 

　
の り

典
（1968年２月１日生）

    1990年    4 月 当社入社
    2016年    8 月 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長　現任
    2017年    6 月 当社執行役員
    2020年    6 月 当社取締役　現任

15,542株
＜重要な兼職の状況＞

　 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長
　 一般社団法人日本アミューズメント産業協会理事
　 日本電動式遊技機工業協同組合監事

5
ま つ

松
 

　
う ら

浦
 

　
よ し

芳
 

　
ひ ろ

弘
（1983年３月22日生）

    2005年    4 月 当社入社
    2009年    6 月 当社那須事業所総支配人
    2013年    1 月 当社社長室長
    2017年    6 月 当社取締役　現任
    2019年    8 月 当社秘書室長　現任

2,589株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者が所有する当社の株式の数には、コナミ役員持株会における本人の持分を含めて記載しております。
３．当社グループは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者

が職務の執行に関し責任を負う損害賠償金または当該責任の追及を受けることによって生ずる争訟費用等を当該保険契
約により填補することとしています。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害など
は免責事由とすることにより、役員等の職務の執行に適正性が損なわれないように措置を講じています。
当該保険契約の被保険者は、当社グループの役員及び執行役員等の主要な業務執行者です。
当該保険契約の保険料は、当社が全額を負担しております。
契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定です。

－ 6 －
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監査等委員選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当 社

の 株 式 の 数

1
や ま

山
 

　
ぐ ち

口
 

　
 

　
 

　
かおり

香
（1964年12月28日生）

    2007年    4 月 武蔵大学人文学部教授
    2008年    4 月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授
    2011年    10月 筑波大学体育系准教授
    2014年    6 月 当社社外取締役
    2018年    1 月 筑波大学体育系教授　現任
    2021年    6 月 当社社外取締役 監査等委員　現任

5,639株

＜重要な兼職の状況＞
　東京都教育委員会委員
　日本ＢＳ放送株式会社社外取締役

2
く

久
 

　
ぼ

保
 

　
き み

公
 

　
と

人
（1956年10月17日生）

    1980年    4 月 文部省（現　文部科学省）入省
    2007年    7 月 文部科学省大臣官房審議官（高等教育担当）
    2012年    1 月 同省スポーツ・青少年局長
    2016年    4 月 学校法人尚美学園理事長　兼　尚美学園大学学長　現任
    2017年    6 月 当社社外取締役
    2021年    6 月 当社社外取締役 監査等委員　現任

2,625株

3
新任

ひ

樋󠄁
 

　
ぐ ち

口
 

　
 

　
 

　
やすし

靖
（1952年２月14日生）

    1976年    4 月 株式会社熊谷組　入社
    2008年    4 月 同社執行役員
    2013年    6 月 同社代表取締役兼執行役員社長
    2018年    4 月 同社取締役会長
    2021年    6 月 東京製綱株式会社社外取締役　現任

－

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員で
ある取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては予め監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者が所有する当社の株式の数には、コナミ役員持株会における本人の持分を含めて記載しております。
３．山口香、久保公人及び樋󠄁口靖の３氏は、社外取締役候補者であります。なお、山口香及び久保公人の両氏は現に当社の

社外取締役であり、就任してからの年数は、本総会終結の時をもって、山口香氏が９年、久保公人氏が６年となりま
す。

４．当社は、山口香、久保公人及び樋󠄁口靖の３氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。３氏の選任
をご承認いただいた場合、当社は３氏を独立役員とする予定であります。

－ 7 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/05/24 13:04:35 / 22946200_コナミグループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査等委員選任議案

５．当社グループは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が職務の執行に関し責任を負うことになる損害賠償金または当該責任の追及を受けることによって生ずることのある争
訟費用等を当該保険契約により填補することとしています。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行っ
た役員自身の損害などは免責事由とすることにより、役員等の職務の執行に適正性が損なわれないように措置を講じて
います。
当該保険契約の被保険者は、当社グループの役員及び執行役員等の主要な業務執行者です。
当該保険契約の保険料は、当社が全額を負担しております。
契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定です。

６．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴　社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

山口香氏は、女子柔道界の先駆者として過去に多くの国際大会で数々の実績を収め、また現在は国立大学で教鞭を執
る傍らスポーツや教育に関する様々な提言を行われております。これらの豊富な経験と知見は、より多様な視点が求
められる当社取締役会の運営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。
久保公人氏は、文部科学省で重要な役職を歴任し、また現在は学校法人の理事長を務めております。教育・文化・ス
ポーツに関する豊富な経験と知見を有しており、より多様な視点が求められる当社取締役会の運営に資するところが
大きいと判断し、候補者といたしました。
樋󠄁口靖氏は、長年上場企業の経営者を務めたことによる豊富な経験と実績を有しております。経営全般における専門
的な知見は、監査・監督機能の一層の向上を目指す当社取締役会の運営に資するところが大きいと判断し、候補者と
いたしました。
山口香氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役
としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
久保公人氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、学校法人の理事長として学校法人の
経営に関与しており、上記理由とあわせ、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し
ております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役山口香及び久保公人の両氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425
条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。両氏が選任された場合、当社は両氏との
間で当該契約を継続する予定であります。また、樋󠄁口靖氏が選任された場合、当社と同氏は、同様の内容の契約を締
結する予定であります。
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スキル・マトリックス

役職 氏名 経営 財務会計
法務・

リスクマネ
ジメント

グローバル サステナビ
リティ

広報・
IR・

マーケティ
ング

開発・
技術

IT・
システム

人事・
労務・
人材開発

スポーツ・
教育

代表取締役会⾧ 上月景正 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

代表取締役社⾧ 東尾公彦 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

取締役 早川英樹 ● ● ● ● ● ●

取締役 沖田勝典 ● ● ● ● ●

取締役 松浦芳弘 ● ● ●

社外取締役
監査等委員 山口 香 ● ● ● ●

社外取締役
監査等委員 久保公人 ● ● ● ● ●

社外取締役
監査等委員 樋󠄁口 靖 ● ● ● ● ●

【ご参考】第１号議案及び第２号議案承認可決後の取締役会の体制
 第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合、当社取締役会の体制は以下のとおりとなります。
 個々の取締役のスキルについて過不足なく適切に配置しており、その一覧は下表のとおりです。

＜当社取締役のスキル・マトリックス＞

以上

－ 9 －
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事業の経過及び成果、設備投資及び資金調達等の状況

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におきましては、ウクライナ情勢の長期化、世界各国の金融引締め政策による急速な為
替相場の変動、資源価格の高騰等、依然として先行き不透明な状況が続いております。一方で、感染拡大
と収束を繰り返してきた新型コロナウイルスの感染状況がワクチン接種の進展などにより改善し、行動制
限の緩和が進んだことで社会経済活動の正常化が進みつつあります。国内において感染症法上の分類が５
類に引き下げられることで、経済のさらなる回復が期待されます。
　このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度における経営成績は、主にゲーミング＆システ
ム事業のコロナ禍からの回復や円安の影響を受けて増収となり、売上高は過去最高を更新いたしました。
一方利益面では、タイトル投入直後の制作費の償却やプロモーション費用の負担に加えて、エネルギーコ
ストの大幅な高騰による影響がありました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,143億２千１百万円（前連結会計年度比4.9％増）、事業利益
は566億１千１百万円（前連結会計年度比29.5％減）、営業利益は461億８千５百万円（前連結会計年度
比38.0％減）、税引前利益は471億２千万円（前連結会計年度比37.3％減）、親会社の所有者に帰属する
当期利益は348億９千５百万円（前連結会計年度比36.3％減）となりました。

事業部門別の状況
（デジタルエンタテインメント事業）
　エンタテインメント市場におきましては、モバイル端末や家庭用ゲーム機器などの各種デバイスの高性
能化、次世代通信システムの普及により、ゲームコンテンツの今後の展開が期待されております。また、
ゲームをスポーツ競技として捉えるeスポーツやゲームプレー動画などが着目されファン層を拡大するな
ど、コンテンツの楽しみ方が多様化しています。
　このような状況のもと、当事業の新しい取り組みとしては、サイコロジカルホラーゲームとして人気を
博した「SILENT HILL」シリーズの復活に向け、過去作「SILENT HILL 2」のリメイクを発表いたし
ました。あわせて、完全新作となる「SILENT HILL：Townfall」、「SILENT HILL f」の制作が進行
中であることを発表し、ご期待の声を数多くいただいております。また、過去にご好評をいただいたシリ
ー ズ13作 品 を 収 録 し た 家 庭 用 ゲ ー ム 「Teenage Mutant Ninja Turtles：The Cowabunga 
Collection」（ティーンエイジ ミュータント ニンジャ タートルズ ザ カワバンガ コレクション）を発売
し、欧米を中心に好調な推移となりました。さらに、ゲームの世界観の中で地理や経済などを楽しみなが
ら学ぶための教材として学校などの教育機関向けに無償で提供する「桃太郎電鉄 教育版Lite ～日本って
おもしろい！～」の導入申し込みを開始し、多くの反響をいただいております。野球振興の取り組みとし
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事業の経過及び成果、設備投資及び資金調達等の状況

ては、「2023 World Baseball Classic™」のグローバルスポンサーとなり、さらに、日本代表「侍ジャ
パン」をオフィシャルパートナーとしてサポートさせていただきました。侍ジャパンの選手を登場させる
など、本大会に関連したプロモーションや施策を展開したことで、「プロ野球スピリッツA（エース）」
が大変な盛り上がりを見せております。
　継続した取り組みとしては、「eFootball™」シリーズの最新作「eFootball™ 2023」においてアップ
デートや施策を重ね、世界的なサッカー熱の高まりとも相まってダウンロード数が６億を突破し、多くの
お客様に楽しんでいただいております。カードゲームでは、遊戯王カードゲーム25周年記念プロジェクト
を始動いたしました。配信開始から１周年となった「遊戯王 マスターデュエル」との相乗効果もあり、
コンテンツ全体の勢いが増しております。
　eスポーツでは、一般社団法人日本野球機構（NPB）と共同で「eBASEBALLプロスピA（エース）リ
ーグ」2022シーズンを開催いたしました。また、欧州プロサッカークラブと契約するeスポーツプロ選手
による「eFootball™ Championship Pro 2023」を２月より開始しております。さらに、国際オリンピ
ック委員会（IOC）主催の「オリンピックeスポーツシリーズ2023」の競技タイトルとして、「WBSC 
eBASEBALL™パワフルプロ野球」が選出され、種目別予選が始まりました。
　なお、当連結会計年度においては主力コンテンツのタイトルを順次投入したことによる制作費の償却や
プロモーション費用、新たな開発タイトルでの研究開発費の増加による影響がありました。
　以上の結果、当事業の連結売上高は2,134億３千２百万円（前連結会計年度比0.7％減）となり、事業利
益は530億９百万円（前連結会計年度比30.6％減）となりました。

（アミューズメント事業）
　アミューズメント市場におきましては、ニューノーマル時代が常態化する中、人々の行動や意識の変化
により、アミューズメント施設に加えて家庭でも楽しめる遊び方が求められるなど、ニーズの幅が広がっ
てきております。
　このような状況のもと、当事業のアミューズメント施設向けビデオゲームでは、対局しながらキャラク
ターのリアクションや演出を楽しむことができ、さらに麻雀を覚えたい方向けの安心のサポート機能を備
えた麻雀ゲーム「麻雀ファイトガール」が稼働を開始いたしました。メダルゲームにおいては、家庭用ゲ
ーム「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」のゲーム性をもとにサイコロとすごろくの普遍的な遊び
が楽しめるメダルプッシャーゲーム「桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～」、シリーズ10周年を迎え
た「アニマロッタ」シリーズの最新作「アニマロッタ アニマと星の物語」が順次稼働を開始しておりま
す。また、パチスロ6.5号機として、「ボンバーガール」、「戦国コレクション５」を市場に投入いたし
ました。アーケードゲームをPCやスマートフォンでいつでも楽しむことができるサービス「コナステ
（KONAMI AMUSEMENT GAME STATION）」は、当第４四半期に「フィーチャープレミアム」シ
リーズの２タイトルが追加された「コナステ メダルコーナー」を中心に、堅調に推移しております。
　eスポーツでは、音楽とeスポーツを融合させたプロリーグ「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 
2-」において、昨シーズンの競技タイトル「beatmania IIDX」に加え、「SOUND VOLTEX」が新た
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事業の経過及び成果、設備投資及び資金調達等の状況

な競技タイトルとなり、アミューズメント施設運営企業によりドラフト会議で選出されたプロ選手達が熱
い戦いを展開したレギュラーステージやファイナルは、大きな盛り上がりを見せました。また、モバイル
アプリ「麻雀格闘倶楽部Sp」を使用した「eMAH-JONG 麻雀格闘倶楽部 プロトーナメント」において
は、選抜試験等により選ばれた一般プレーヤーと日本プロ麻雀連盟所属のプロ雀士によりハンデなしの熱
戦が繰り広げられました。
　なお、当連結会計年度におきましては製品投入時期の違いによる影響がありました。
　以上の結果、当事業の連結売上高は195億３千３百万円（前連結会計年度比0.1％増）となり、事業利
益は27億８千２百万円（前連結会計年度比20.3％減）となりました。

（ゲーミング＆システム事業）
　ゲーミング市場におきましては、北米市場及び豪州市場では新型コロナウイルス感染症拡大以前の活気
を取り戻しております。その他の地域においても、市場全体として回復に向かっております。
　このような状況のもと、当事業のスロットマシンでは、北米市場、豪州市場において、複数の賞を受賞
している「DIMENSION（ディメンション）」シリーズが引き続きお客様の注目を集めております。ス
ロットマシン販売においては、「DIMENSION 49™（ディメンション フォーティーナイン）」が市場で
高稼働を維持しております。また、パーティシペーション（レベニューシェア）では、75インチの湾曲し
たモニターが特徴の「DIMENSION 75C™（ディメンション セブンティーファイブ シー）」のカジノ
施設への導入が拡大しております。ゲーミングコンテンツでは、「All Aboard™（オール アボード）」
が引き続き業界トップクラスの稼働を記録しております。また、「Fortune Mint™（フォーチュン ミン
ト）」や「Ocean Spin™（オーシャンスピン）」などのタイトルも市場から高評価をいただいているほ
か、１台の筐体で複数のタイトルから好きなコンテンツを選んでプレーできる「SeleXion™（セレクショ
ン）」の市場への展開が拡大しております。
　カジノマネジメントシステムでは、キャッシュレスカジノを実現する「Money Klip™（マネークリッ
プ）」など、多彩な機能を充実させることにより、引き続き堅調に推移しております。
　なお、世界的なサプライチェーンの混乱による部材コストの高騰などの影響を受けておりましたが、
様々な原価低減の取り組みにより利益率が回復しております。
　以上の結果、当事業の連結売上高は385億７千３百万円（前連結会計年度比50.5％増）となり、事業利
益は51億６千９百万円（前連結会計年度比47.9％増）となりました。
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事業の経過及び成果、設備投資及び資金調達等の状況

（スポーツ事業）
　スポーツ市場におきましては、エネルギー価格の高騰による経営環境への影響が続いております。一方
で、日常生活や経済・社会活動を継続できるよう行動制限の緩和が進み、スポーツや健康増進の需要が高
まりつつあります。
　このような状況のもと、スポーツクラブ運営におきましては、施設での安全・安心なサービスの提供に
努めました。さらに、新たな運動機会の選択肢として、お客様がご自身のライフスタイルに合わせて参加
できるよう、引き続きオンラインサービスの充実を図りました。
　また、天井にミラーを設置したピラティススタジオ「Pilates Mirror（ピラティスミラー）」は８月に
「Pilates Mirror 吉祥寺」（東京都武蔵野市）、12月に「Pilates Mirror 桜新町」（東京都世田谷区）、
３月に「Pilates Mirror 経堂」（東京都世田谷区）と「Pilates Mirror 自由が丘」（東京都目黒区）をオ
ープンし、多くのお客様にご好評をいただいております。
　資産を持たない形でネットワークを拡大するビジネス形態である受託事業におきましては、これまで培
った運営・指導のノウハウや実績を活かして事業を推進しており、新たに神奈川県横浜市、神奈川県秦野
市、京都府京都市、福岡県福岡市及び愛知県豊橋市のスポーツ施設の業務受託運営を開始いたしました。
　学校水泳授業の受託におきましては、学校側のニーズがますます高まっており、日本全国で多くの小中
学校に水泳指導業務を提供し、ご好評をいただいております。
　こども向け運動スクール「運動塾」におきましては、スポーツを通して体の成長を促すべく、スイミン
グ、体操、ダンスなどお子様に合った様々な種目を展開しており、新たに磯子（神奈川県横浜市）、川西
（兵庫県川西市）、自由が丘（東京都目黒区）、和泉中央（大阪府和泉市）の４施設でスイミングスクー
ルを開講いたしました。また、映像とAIを活用して練習効果を向上させる「運動塾デジタルノート」と、
コナミスポーツクラブインストラクターの指導技術との相乗効果により、より楽しく学び続けられるスイ
ミングスクールの展開を推進いたしました。
　なお、当連結会計年度におきましては、エネルギー価格高騰による光熱費の上昇により大きな影響を受
けましたが、施設運営の効率化などの対策を実施し、影響を吸収いたしました。
　以上の結果、当事業の連結売上高は454億７千３百万円（前連結会計年度比8.4％増）となり、事業利
益は４億５千１百万円（前連結会計年度比41.1％減）となりました。

⑵　設備投資及び資金調達等の状況
　当連結会計年度に実施いたしました設備投資は、総額458億７千４百万円となりました。その主なもの
は、新拠点「コナミクリエイティブフロント東京ベイ」の建設に伴う支出やゲームコンテンツ制作費及び
制作・製造関連機材の購入によるものであります。
　資金調達につきましては、当連結会計年度における必要資金は、自己資金でまかなっております。引き
続き機動的な事業運営に対応できるよう、充分な手元流動性と資金調達枠の確保に努めてまいります。
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財産及び損益の状況の推移

299,522
262,810 272,656

第50期
（2022年３月期）

第49期
（2021年３月期）

第48期
（2020年３月期）

314,321

第51期
（2023年３月期）

（単位：百万円）売上高及び営業収入

74,435

30,972 36,550

第50期
（2022年３月期）

第49期
（2021年３月期）

第48期
（2020年３月期）

46,185

第51期
（2023年３月期）

（単位：百万円）営業利益

　

54,806

19,892
32,261

第50期
（2022年３月期）

第49期
（2021年３月期）

第48期
（2020年３月期）

34,895

第51期
（2023年３月期）

親会社の所有者に帰属する当期利益（単位：百万円）

410.80

147.26

242.17

第50期
（2022年３月期）

第49期
（2021年３月期）

第48期
（2020年３月期）

258.81

第51期
（2023年３月期）

基本的１株当たり当期利益（単位：円）

528,613

419,134
489,006

第50期
（2022年３月期）

第49期
（2021年３月期）

第48期
（2020年３月期）

547,223

第51期
（2023年３月期）

資産合計 （単位：百万円）

348,061
268,141 298,727

第50期
（2022年３月期）

第49期
（2021年３月期）

第48期
（2020年３月期）

376,264

第51期
（2023年３月期）

親会社の所有者に帰属する持分合計（単位：百万円）

第48期
(2020年３月期)

第49期
(2021年３月期)

第50期
(2022年３月期)

第51期
(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高 及 び 営 業 収 入 (百万円) 262,810 272,656 299,522 314,321
営 業 利 益 (百万円) 30,972 36,550 74,435 46,185
親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円) 19,892 32,261 54,806 34,895
基本的１株当たり当期利益 (円) 147.26 242.17 410.80 258.81
資 産 合 計 (百万円) 419,134 489,006 528,613 547,223
親会社の所有者に帰属する持分合計 (百万円) 268,141 298,727 348,061 376,264

⑶　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移（国際会計基準）
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財産及び損益の状況の推移

第48期
(2020年３月期)

第49期
(2021年３月期)

第50期
(2022年３月期)

第51期
(当期)

(2023年３月期)
営 業 収 益 (百万円) 38,747 52,495 19,686 48,576
経 常 利 益 (百万円) 35,983 50,153 16,649 44,997
当 期 純 利 益 (百万円) 35,286 13,909 16,421 44,322
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 261.23 104.41 123.09 328.73
総 資 産 (百万円) 278,767 329,278 336,617 351,413
純 資 産 (百万円) 238,758 248,728 255,098 287,842

②　当社の財産及び損益の状況の推移（日本基準）
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑷　対処すべき課題
（事業環境の急速な変化への対応）
　当社グループが事業を展開しております「デジタルエンタテインメント事業」、「アミューズメント事
業」、「ゲーミング＆システム事業」、「スポーツ事業」を取り巻く環境においては、テクノロジーの進
化や社会情勢の変化に対応していくことが求められます。
　テクノロジーの進化は、人々の生活に様々な変革をもたらしてきました。Web3.0、AI、VR／AR、
5G／6G、クラウドなどのデジタル分野における新たな技術もこれからの事業を取り巻く環境に大きな影
響をあたえてまいります。これらのテクノロジーは、私たちの持つコンテンツや開発力といった無形資産
の価値をさらに高め、新たなユーザー体験の創出にチャレンジすることを可能にし、多くの成長機会をも
たらしてくれます。
　また、ウクライナ情勢、資源価格の高騰や高齢化社会の到来などの社会情勢の急速な変化に対応してい
くため、スピード感をもって自らが変革し続け、ニューノーマルな環境に対応することが必要です。当社
グループにおいては、これらの変化に対応し、常に時代の波頭を捉えた革新的な製品、サービスを世界中
に提供することで、持続的な成長と企業価値向上に努めてまいります。

（事業の成長に向けた経営資源の投入）
　デジタルエンタテインメント事業においては、ネットワークを介したエンタテインメントの急速な普及
により、ゲームに親しんでいただける機会が増加し、そのニーズも一層多様化するものと考えておりま
す。これらの「多様性」が求められる中、ゲームコンテンツを通じてそれぞれのデバイスの特性に合わせ
た遊び方を提案するとともに、最新技術を用いたコンテンツ展開やゲームを競技として捉えるeスポーツ
を通じて新たなユーザー体験の創出に取り組んでまいります。
　アミューズメント事業においては、事業を取り巻く各種規制への対応と、遊び方やユーザー嗜好の変化
に応じて、長年培ってきたエンタテインメントのノウハウを活かした製品を提供し、市場シェアの拡大に
努めてまいります。また、製造の効率化と品質の継続的な向上を追求すると同時に、ビジネスモデルの変
革や新規ビジネスへの参入にも取り組んでまいります。
　ゲーミング＆システム事業においては、カジノが合法化されている国と地域は年々増加傾向にあり、
iGaming市場も成長を続ける中でメーカー間の競争が激しさを増す市場環境にあります。今後、世界的な
技術革新の進展に伴い、新技術を応用した製品の開発や、新しいビジネスモデルの創出等、市場における
プレゼンスを高め、継続的な成長の実現に向けた取組みを推進してまいります。
　スポーツ事業においても、運動を通じて健康増進に貢献することの社会的な意義は大きく、当事業の果
たす役割と責任は重みを増していると考えます。多様化するニーズに応えたサービスを提案し、皆様の日
常において、スポーツに取り組むことができる機会を増やしてまいります。また、各地域社会における学
校スポーツ支援や自治体向け健康増進支援等にも取り組んでまいります。

（サステナビリティ経営の推進）
　当社グループは、SDGs達成に貢献することを目指し、事業を通じた様々な活動を展開しています。
①　組織の強化
　グループ全体のサステナビリティ活動を推進していくため、組織の強化を行っております。具体的に
は、2021年10月に従来のCSR委員会をサステナビリティ委員会として進化させました。当社代表取締
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対処すべき課題、主要な事業内容

役社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会では、当社グループの持続可能性に関する様々なテー
マを取り扱い、実効性のある施策を立案してまいります。また、サステナビリティ委員会で決定した内
容は定期的に取締役会に報告を行い、監督を受けております。
②　人的資本
　当社グループの持続的な発展のために不可欠なのは、従業員の健康と考えております。そのため、従
業員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる環境を整え、従業員と会社が共に成長できる関係の構築
を目的として、｢健康経営｣の取り組みを強化しています。その結果、保険者と連携して優良な健康経営
を実践している法人として、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人（ホワイ
ト500）」に2017年度から7年連続で認定されました。今後も、従業員が効率良く働ける環境や制度を
整備し、これまで以上の成果を上げることを目的とした活動を進めていきます。
③　気候変動
　地球温暖化対策が世界共通の長期的な課題となり、既に120の国と地域が2050年のカーボンニュー
トラルを目標に掲げています。企業に対しても気候変動に関する非財務情報の開示の要請が強まり、当
社グループにおいてもTCFD提言に沿った開示を行っています。将来の世代も安心して暮らせる持続可
能な社会をつくるため、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化してまいり
ます。

　当社グループは、事業環境の急速な変化に対応し、事業の成長と持続可能な社会の実現の両立に向け最
適な経営資源の投入を図り、社会から常に期待され、必要とされる企業を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、何卒一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

①　デジタルエンタテインメント事業 モバイルゲーム、カードゲーム、家庭用ゲーム等のデジタルコン
テンツ及びそれに関わる製品の制作、製造及び販売

②　アミューズメント事業 アミューズメントマシンの制作、製造及び販売
③　ゲーミング＆システム事業 ゲーミング機器及びカジノマネジメントシステムの制作、製造、

販売及びサービス
④　スポーツ事業 フィットネス、スイミング・体操・ダンス・サッカー・テニス・

ゴルフなどのスクール運営及びスポーツ関連商品の制作、販売

⑸　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
　当企業集団の主要な事業内容は次のとおりであります。
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企業集団の主要拠点等、従業員の状況

⑹　企業集団の主要拠点等（2023年３月31日現在）
持株会社：

当社（東京都中央区）
国内事業会社：

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（東京都中央区）
株式会社コナミアミューズメント（愛知県一宮市）
コナミスポーツ株式会社（東京都品川区）

海外事業会社：
Konami Digital Entertainment, Inc.（アメリカ）
Konami Cross Media NY, Inc.（アメリカ）
Konami Gaming, Inc.（アメリカ）
Konami Australia Pty Ltd（オーストラリア）
Konami Digital Entertainment B.V.（イギリス）
Konami Digital Entertainment Limited（香港）

事 業 別 セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

デ ジ タ ル エ ン タ テ イ ン メ ン ト 事 業 2,079名 78名減

ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業 837名 42名減

ゲ ー ミ ン グ ＆ シ ス テ ム 事 業 597名 47名増

ス ポ ー ツ 事 業 898名 103名減

全 社 （ 共 通 ） 470名 163名増

合 計 4,881名 13名減

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

214名 99名増

⑺　従業員の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員は、連結ベースの就業人員であります。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであ

ります。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員は、当社の就業人員であります。
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重要な子会社の状況

名　称 資本金 出資比率
（％） 主要な事業内容

株式会社コナミデジタルエンタテインメント 200百万円 100.0 モバイルゲーム、カードゲーム、家庭用ゲーム
等の企画、制作、製造及び販売

株式会社コナミアミューズメント 100百万円 100.0 アミューズメントマシンの制作、製造及び販売

コナミスポーツ株式会社 100百万円 100.0
フィットネス、スイミング・体操・ダンス・サ
ッカー・テニス・ゴルフなどのスクール運営、
及びスポーツ関連商品の開発・製造・販売

Konami Corporation of America 35,500千米ドル 100.0 米州における持株会社

Konami Digital Entertainment, Inc. 21,500千米ドル (100.0)
100.0

米州におけるデジタルエンタテインメント事業
及びアミューズメント事業

Konami Cross Media NY, Inc. 10米ドル (100.0)
100.0

米州等におけるエンタテインメントコンテンツ
の企画、制作、配給及びライセンス管理

Konami Gaming, Inc. 25,000千米ドル (100.0)
100.0

米州等におけるゲーミング機器の制作、製造、
販売及びサービス

Konami Digital Entertainment B.V. 9,019千ユーロ 100.0 欧州におけるデジタルエンタテインメント事業
及びアミューズメント事業

Konami Digital Entertainment Limited 19,500千香港ドル 100.0 アジアにおけるデジタルエンタテインメント事
業

Konami Australia Pty Ltd 30,000千豪ドル (100.0)
100.0

豪州等におけるゲーミング機器の制作、製造、
販売及びサービス

⑻　重要な子会社の状況（2023年３月31日現在）

（注）１．出資比率欄上段の（　）内表示は、間接所有比率で下段の内数となっております。
２．上記記載の子会社を含め、当社の連結子会社は24社、持分法適用会社は１社であります。
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会社の株式に関する事項

①　発行可能株式総数 450,000,000株

金融機関・証券会社
37.84％

国内法人
17.33％

自己名義
5.53％

個人・その他
5.33％

外国法人
33.96％

所有者別株式保有状況

②　発行済株式の総数 143,500,000株

③　株主数 24,860名

④　大株主（上位10名）
株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 30,142 22.24

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 17,711 13.07

一般財団法人上月財団 17,100 12.61

ＫＯＺＵＫＩ ＨＯＬＤＩＮＧ Ｂ．Ｖ． 15,700 11.58

コウヅキキャピタル株式会社 7,048 5.20

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 380815 6,530 4.82

ＫＯＲＥＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＤＥＰＯＳＩＴＯＲＹ－ＳＡＭＳＵＮＧ 3,538 2.61

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ 505234 1,598 1.18

ＨＳＢＣ ＨＯＮＧＫＯＮＧ－ＴＲＥＡＳＵＲＹ ＳＥＲＶＩＣＥＳ Ａ／Ｃ ＡＳＩＡＮ ＥＱＵＩＴＩＥＳ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ 1,472 1.09

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 385781 1,263 0.93

２．会社の株式に関する事項
株式の状況（2023年３月31日現在）

（注）持株比率は、自己株式（7,941千株）を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 等

代 表 取 締 役 会 長 上 月 景 正 一般財団法人上月財団理事長

代 表 取 締 役 社 長 東 尾 公 彦

株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役
会長
Konami Corporation of America取締役会長
Konami Gaming, Inc. 取締役会長
関東ITソフトウェア健康保険組合理事長

取 締 役 早 川 英 樹 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役
社長

取 締 役 沖 田 勝 典 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長

取 締 役 松 浦 芳 弘 秘書室長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 弦 間 　 明

株式会社資生堂特別顧問
株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役（監査
等委員）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山 口 　 香

筑波大学体育系教授
東京都教育委員会委員
日本ＢＳ放送株式会社社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 久 保 公 人 学校法人尚美学園理事長　兼　尚美学園大学学長

３．会社の役員に関する事項
⑴　取締役の氏名等（2023年３月31日現在）

（注）１．取締役のうち弦間明、山口香及び久保公人の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当社は、取締役弦間明、山口香、久保公人の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に

届け出ております。
３．当社と各社外取締役の各重要な兼職先との間に特別の関係はありません。
４．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているた

め、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定
める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。
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⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社グループは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うことになる損害賠償金または当該責任の追及を受けるこ
とによって生ずることのある争訟費用等を当該保険契約により填補することとしています。ただし、贈
収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害などは免責事由とすることにより、役
員等の職務の執行に適正性が損なわれないように措置を講じています。
　当該保険契約の被保険者は、当社グループの役員及び執行役員等の主要な業務執行者です。
　当該保険契約の保険料は、当社が全額を負担しております。
　契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定で
す。

⑷　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会において決定しておりま
す。その方針の内容は、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤
を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定することとしております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬につきましては、総額の限度額を株主総会の決議
により決定した上で、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の個別の報酬につきましては、取締役会は報酬委員会に委任し、報酬委員会におい
て、世間水準との比較・報酬体系等の検討を行った上で決定しております。
　監査等委員である取締役の報酬につきましては、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上
で、限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により個別の報酬額を決定しております。
　役員の報酬限度額は、2021年６月24日開催の第49回定時株主総会にて決議されております。決議の
内容は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の年間報酬総額の上限を８億7,500万円、監査等委
員である取締役の年間報酬総額の上限を9,850万円とするものであります。当該株主総会終結時点の取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、５名であり、監査等委員である取締役の員数は、
３名（うち、社外取締役は３名）であります。
　当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容は、報酬委員
会の構成員が取締役全員の職務執行を把握しているため、取締役会から委任を受けた報酬委員会が決定
しています。報酬委員会は、独立社外取締役　久保公人（委員長）、独立社外取締役　弦間明、独立社
外取締役　山口香、代表取締役　東尾公彦及び取締役　松浦芳弘により構成されています。当事業年度
にかかる報酬額の決定過程における報酬委員会の審議は、2022年に計２回開催しております。
　取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額及びその内容に
ついて、社外取締役が過半数を占める報酬委員会に委任し、同委員会が取締役の職務、実績、経営に関
する貢献度を総合して決定していることから、取締役会が決定した方針に沿うものであると判断してお
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区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の
員数（人）固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

453
（－）

453
（－） － － 5

（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

39
（39）

39
（39） － － 3

（3）

区　　分 氏　　名 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役

弦 間 　 明
当事業年度開催の取締役会９回の全てに、また、監査等委員会10回の全てに出席し、
企業経営者としての豊富な経験と実績に基づき、客観的・中立的な立場から議案審議
等に必要な発言を適宜行っております。

山 口 　 香
当事業年度開催の取締役会９回の全てに、また、監査等委員会10回の全てに出席し、
教育及びスポーツ分野における豊富な実績と知見に基づき、客観的・中立的な立場か
ら議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

久 保 公 人
当事業年度開催の取締役会９回の全てに、また、監査等委員会10回のうち９回に出席
し、教育・文化及びスポーツ分野における豊富な経験と知見に基づき、客観的・中立
的な立場から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

ります。
　なお、当社の取締役が当事業年度に受ける報酬等は固定報酬のみであります。
　取締役に対する報酬等を与える時期は、決定された報酬等の額を十二等分し、在任中毎月の支払いと
するものであります。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ハ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
　取締役の役員退職慰労金は、2000年６月23日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって、廃止し
ております。

ニ．社外取締役が会社の子会社等から受けた役員報酬等の総額
　当事業年度において、社外取締役が会社の子会社等（当社を除く）から、役員として受けた報酬等は
ございません。

⑸　社外役員に関する事項
　当事業年度における主な活動状況
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①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 95百万円
②　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 149百万円

４．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の手続き・体制等について確認し、検討した
結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社は当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法
人の監査を受けております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は監査
等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
　また、上記のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。

５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容の概要は、次のとおりで
あります。
①　当社及びその子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ⅰ）当社では、高い倫理性に基づいた企業活動の実現のため「コナミグループ企業行動規範」を制定

し、その具体的な指針として「コナミグループ役職員活動指針」を定め、「コナミグループコン
プライアンス規程」を整備することで、法令順守の重要性を掲げるとともに、それらの内容を当
社グループ役職員に周知します。

（ⅱ）当社グループ役職員の法令順守の実効性を高めるための組織として、当社にコンプライアンス委
員会を設置します。

（ⅲ）違法行為に対するけん制機能として内部通報制度を制定し、不祥事の未然防止を図ります。
（ⅳ）当社グループ役職員に対して、反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に

対しては警察等とも連携のうえ、毅然とした態度で臨むことを徹底します。

②　当社グループにおける職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
（ⅰ）当社取締役の職務執行に係る情報については、情報管理に関する規則・規程類を整備し、重要文

書の特定や保管形態を明確化して、適切に保存・管理します。
（ⅱ）当社子会社の職務執行に係る情報については、「関係会社管理規程」を整備し、各子会社から重

要な経営情報その他必要な情報を当社に報告することを定めます。
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③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ⅰ）当社グループ全体に係るリスクの防止及び損失の最小化を図ることを目的に「コナミグループリ

スクマネジメント規程」等を整備します。
（ⅱ）当社及び主要な子会社に、リスクを一元的に把握し適切に対処するための組織としてリスクマネ

ジメント委員会等を設置します。
（ⅲ）コナミグループの個人情報保護とデータセキュリティの強化を推進することを目的として、情報

セキュリティ委員会を設置します。

④　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、当社においては職務分掌及び職務権限に関す
る規程を整備し、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築します。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（ⅰ）持株会社である当社は、グループ各社の適正かつ調和の取れた業務運営の確保のため、適切な議

決権行使等の手段を通じて、グループ全体の業務運営を管理します。
（ⅱ）内部統制システムの整備、リスク管理、コンプライアンス等においてはグループ全体で統一的な

対応を実施し、グループ一体経営の確立を図ります。
（ⅲ）当社監査等委員会は、各子会社の監査役と適宜必要な連携を行い、グループ監査体制を構築しま

す。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）を置くことを求めた
場合における当該使用人に関する事項
　監査等委員会が補助使用人を置くことを要請した場合は、総務本部構成員等、補助業務に十分な専門
性を有する者を配置します。

⑦　補助使用人の当社取締役からの独立性及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に
関する事項
（ⅰ）監査等委員会は、配置すべき補助使用人の選任、考課等に関して意見を述べることができるもの

とします。
（ⅱ）配置された補助使用人は、その補助業務に関しては監査等委員会の指揮命令下で遂行することと

し、取締役（監査等委員を除く。）からの指揮は受けないものとします。

⑧　監査等委員会への報告に関する体制
　当社グループ役職員が当社監査等委員会に報告すべき事項を定める基準を制定します。

⑨　監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

（ⅰ）監査等委員会の職務執行に関して毎年、一定額の予算を設けます。
（ⅱ）監査等委員がその職務執行について、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求を

したときは、当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
用または債務を処理します。

⑩　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は、職務執行に必要があると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見やア
ドバイスを依頼することができるものとします。
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⑵　当該体制の運用状況の概要
①　コンプライアンスに関する取組み
（ⅰ）当社グループの企業理念のほか、「コナミグループ企業行動規範」、「コナミグループ役職員活

動指針」等、役職員のための重要な規範や指針を社内ネットワーク上に掲載し、当社グループ全
ての役職員が常時、閲覧できる状態としております。

（ⅱ）当社グループ役職員の法令順守を徹底し、実効性を高めることを目的にコンプライアンス委員会
を定期的に開催するとともに、「コナミグループコンプライアンス規程」を定め、ｅラーニング
によるコンプライアンス研修を実施しております。

（ⅲ）経営陣から独立した社外通報窓口を含む内部通報制度を整備し、定期的に役職員に周知しており
ます。当事業年度におきまして、重大な法令違反等に関わる内部通報案件はありませんでした。

②　リスク管理に関する取組み
（ⅰ）当社に設置したリスクマネジメント委員会において当社グループ全体のリスク管理を行うととも

に、主要なグループ会社及び事業所にリスクマネジメント委員会を設置して、あらゆるリスク案
件に対して迅速な対応を図る体制を整備しております。

（ⅱ）大規模な事故や災害等が発生したときは、当社代表取締役社長の決定により緊急事態対策本部を
設置することができるものとしております。

③　当社グループの内部統制に関する取組み
（ⅰ）当社グループにおける重要な意思決定は、職務権限に関する規程に従い、原則として電子的な決

裁手続きにより行われており、迅速かつ効率的な統制を行っております。
（ⅱ）当社は持株会社として、グループ各社の役員体制や重要事項等、株主総会で決議すべき事項の決

定において、適切な議決権の行使を行うことで、グループ全体の調和の取れた業務運営を行って
おります。

（ⅲ）当社の内部統制室は、グループ全体の主要な業務プロセスにおける内部統制の有効性の評価を実
施するとともに、会計監査人及び監査等委員会と定期的に意見交換を行っております。

６．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、配当と企業価値の向上が株主の皆様への重要な利益還元と考えております。配当につきまして
は、連結配当性向30％以上を目処として、さらなる配当水準の向上に努めてまいります。また、内部留保に
つきましては、今後も会社の継続的な成長力と競争力の強化を図るために、将来性の高い分野に対する投資
に活用していく考えでおります。
　当連結会計年度の期末配当金につきましては、１株につき62円とすることといたしました。年間配当金で
は、中間配当金（１株当たり62円）と合わせ、１株当たり124円となります。期初利益予想をベースとした
配当水準を維持いたします。（配当性向47.9％）
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連結財政状態計算書

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営 業 債 権 及 び そ の 他 の 債 権

棚 卸 資 産

未 収 法 人 所 得 税

そ の 他 の 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

の れ ん 及 び 無 形 資 産

持分法で会計処理されている投資

そ の 他 の 投 資

そ の 他 の 金 融 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

　

290,041

219,263

39,276

12,705

9,486

9,311

257,182

155,788

49,553

3,239

1,890

15,001

30,220

1,491

　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 負 債 75,094

そ の 他 の 金 融 負 債 8,751

営 業 債 務 及 び そ の 他 の 債 務 37,558

未 払 法 人 所 得 税 9,760

そ の 他 の 流 動 負 債 19,025

非 流 動 負 債 95,850

社 債 及 び 借 入 金 59,819

そ の 他 の 金 融 負 債 23,050

引 当 金 10,031

繰 延 税 金 負 債 1,141

そ の 他 の 非 流 動 負 債 1,809

負 債 合 計 170,944

（ 資 　 本 　 の 　 部 ）

親会社の所有者に帰属する持分合計 376,264

資 本 金 47,399

資 本 剰 余 金 78,144

自 己 株 式 △21,594

そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素 11,880

利 益 剰 余 金 260,435

非 支 配 持 分 15

資 本 合 計 376,279

資 産 合 計 547,223 負 債 及 び 資 本 合 計 547,223

連結財政状態計算書
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連結損益計算書

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 及 び 営 業 収 入 314,321

売 上 原 価 △191,930

売 上 総 利 益 122,391

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △65,780

そ の 他 の 収 益 及 び そ の 他 の 費 用 △10,426

営 業 利 益 46,185

金 融 収 益 1,550

金 融 費 用 △752

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 137

税 引 前 利 益 47,120

法 人 所 得 税 △12,225

当 期 利 益 34,895

当 期 利 益 の 帰 属 ：

親 会 社 の 所 有 者 34,895

非 支 配 持 分 0

連 結 損 益 計 算 書
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連結持分変動計算書

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)

（単位：百万円）

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分
非 支 配 持 分 資 本 合 計

資 本 金 資 本
剰 余 金 自 己 株 式 その他の資本

の 構 成 要 素 利 益 剰 余 金 合 計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 47,399 75,027 △26,868 6,701 245,802 348,061 15 348,076

当 期 利 益 34,895 34,895 0 34,895
そ の 他 の 包 括 利 益 4,939 4,939 4,939

当 期 包 括 利 益 合 計 － － － 4,939 34,895 39,834 0 39,834

自 己 株 式 の 取 得 △9 △9 △9
配 当 金 △20,022 △20,022 △20,022
転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付
社 債 の 転 換 3,117 5,283 8,400 8,400

その他の資本の構成要素から
利 益 剰 余 金 へ の 振 替 240 △240 － －

所 有 者 と の 取 引 額 合 計 － 3,117 5,274 240 △20,262 △11,631 － △11,631

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 47,399 78,144 △21,594 11,880 260,435 376,264 15 376,279

連結持分変動計算書
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

商 標 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

(351,413)

168,992

142,906

6,431

80

10,602

8,031

940

182,421

16

16

51

38

0

12

182,354

594

96,811

84,718

0

107

121

　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ） (63,570)

流 動 負 債 2,521

未 払 金 1,586

未 払 費 用 221

未 払 法 人 税 等 339

預 り 金 30

賞 与 引 当 金 190

そ の 他 153

固 定 負 債 61,049

社 債 60,000

そ の 他 1,049

（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ） (287,842)

株 主 資 本 287,714

資 本 金 47,398

資 本 剰 余 金 43,857

資 本 準 備 金 36,893

そ の 他 資 本 剰 余 金 6,964

利 益 剰 余 金 217,652

利 益 準 備 金 283

そ の 他 利 益 剰 余 金 217,368

別 途 積 立 金 80,000

繰 越 利 益 剰 余 金 137,368

自 己 株 式 △21,194

評 価 ・ 換 算 差 額 等 127

そ の他有価証券評価差額金 127

合 計 351,413 合 計 351,413

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 益

経 営 管 理 料 収 入 5,907

受 取 配 当 金 収 入 42,668 48,576

営 業 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,899

営 業 利 益 43,677

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,205

投 資 有 価 証 券 売 却 益 35

為 替 差 益 343

そ の 他 18 1,602

営 業 外 費 用

社 債 利 息 216

コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 18

そ の 他 48 283

経 常 利 益 44,997

税 引 前 当 期 純 利 益 44,997

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 686

法 人 税 等 調 整 額 △11 674

当 期 純 利 益 44,322

損　益　計　算　書

－ 31 －
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株主資本等変動計算書

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 47,398 36,893 3,834 40,727 283 80,000 113,067 193,351 △26,468 255,010

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △20,022 △20,022 △20,022

当 期 純 利 益 44,322 44,322 44,322

自 己 株 式 の 取 得 △8 △8
転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付
社 債 の 転 換 3,129 3,129 5,282 8,412

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 3,129 3,129 － － 24,300 24,300 5,274 32,704

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 期 末 残 高 47,398 36,893 6,964 43,857 283 80,000 137,368 217,652 △21,194 287,714

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算
差額等合計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 87 87 255,098

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △20,022

当 期 純 利 益 44,322

自 己 株 式 の 取 得 △8
転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付
社 債 の 転 換 8,412

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純額） 39 39 39

当 期 変 動 額 合 計 39 39 32,744

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 期 末 残 高 127 127 287,842

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 濱 　 滋
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 　 壮 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 保 智 巳

独立監査人の監査報告書
2023年５月18日

コ ナ ミ グ ル ー プ 株 式 会 社
取締役会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、コナミグループ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日まで
の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求め
られる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、コナミグループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連
結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 33 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替
案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第
120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求め
られる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 34 －
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計算書類に係る会計監査報告

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 濱 　 滋
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 　 壮 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 保 智 巳

独立監査人の監査報告書
2023年５月18日

コ ナ ミ グ ル ー プ 株 式 会 社
取締役会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コナミグループ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31
日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算
書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告

－ 35 －
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執
行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会

社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（会社計算
規則第120条第１項後段の規定により、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成され
た連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま
した。

監査等委員会の監査報告

－ 37 －
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月18日
コナミグループ株式会社　監査等委員会

監査等委員 弦 間 　 明 ㊞
監査等委員 山 口 　 香 ㊞
監査等委員 久 保 公 人 ㊞

　
（注）監査等委員弦間明、監査等委員山口香及び監査等委員久保公人は、会社法第２条第15号及び第331

条第６項に定める社外取締役であります。

以　上

－ 38 －
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地図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

<株主総会会場ご案内図>
会場　東京都品川区東品川四丁目10番１号
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●京急本線「青物横丁」駅（特急・エアポート急行停車）より徒歩５分
●りんかい線「品川シーサイド」駅（出口Ｂ）より徒歩５分
＊駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう
お願い申しあげます。


